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消費者委員会 地方消費者行政専門調査会（第29回） 

議事次第  

 

 

１．日時  令和２年３月 18日（水）  10:00～ 12:20 

 

２．場所  消費者委員会会議室  

 

３．出席者  

（委員）  

新川座長、池本委員、伊集委員、尾嶋委員、西田委員、八木委員、山田委員  

（消費者委員会委員）  

清水委員  

（説明者）  

徳島県危機管理部消費者くらし安全局  勝間消費者くらし政策課長兼消費者情報セ

ンター所長  

徳島県危機管理部消費者くらし安全局  篠原消費者行政指導監  

独立行政法人国民生活センター  丸山理事  

独立行政法人国民生活センター  河岡情報管理部長  

独立行政法人国民生活センター  青木教育研修部長  

（事務局）  

二之宮事務局長、金子参事官、友行企画官  

 

４．議事  

（１）開会  

（２）地方消費者行政に関するヒアリング  

（３）閉会  
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≪１．開会≫ 

 

○新川座長 ただいまから、第29回「地方消費者行政専門調査会」を開催いたします。 

 お忙しいところ、また、このところの新型肺炎騒ぎ、騒ぎというと語弊がありますので、この

ところの防疫問題等々、大変な折にお集まりをいただきましてありがとうございます。 

 本日は、山本座長代理、大森委員、首藤委員が御欠席ということになっております。 

 お手元の配付資料の確認をさせていただきます。お手元のiPadに収納されておりますので、御

確認いただければと思います。１ページ目の議事次第、そこに配付資料の資料１から３までの一

覧が記載をされてございます。御覧をいただければと思います。iPadの操作に支障がございまし

たら、お近くの職員にまでお知らせをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

≪２．地方消費者行政に関するヒアリング≫ 

 

○新川座長 それでは、早速でございますけれども、本日の議事を進めさせていただきたいと思

います。 

 本日の議事は、お手元の次第のとおりでございます。 

 当専門調査会では、20年後の社会情勢、人口減少であるとか、そうした変化、そういうものに

備えて、地方消費者行政につきましても、どのような対応策を講じていけばよろしいのか、これ

まで検討をして参りました。そのため、前々回、第27回の専門調査会では、地方行政の未来、そ

の姿として、スマートシティへの先進的な取組をしておられます会津若松市からお越しをいただ

きましてお話を聞くという機会を得ました。また、前回の第28回の専門調査会では、同じく、こ

れからの地方消費者行政の未来というのを考えていく上で、広域的な連携や協力といったような

ことも重要ではないかということで、地域における業務の集約あるいは効率化といったことを図

る、そういう在り方として広域連合、これにつきまして鈴鹿亀山地区広域連合の皆様方からヒア

リングをさせていただきました。 

 そして今回は、都道府県の中でも先進的な消費者行政に取り組んでおられます徳島県の皆様方

からお話をお伺いする機会を得ました。また、引き続きまして、我が国の消費者行政を支えてこ

られました独立行政法人国民生活センターの皆様方からも、これからの消費者行政をどう考えて

いったらよいのか御示唆をいただきたく、ヒアリングを今日はさせていただくということになっ

てございます。まずは徳島県の皆様方から、徳島県庁からのテレビ参加、既にいただいてござい

ますけれども、１時間程度お話をさせていただき、その後、後半の１時間では国民生活センター

の皆様方とのお話をさせていただければと思っております。 

 徳島県の皆様方におかれましては、消費者庁の消費者行政新未来創造オフィス、徳島オフィス

と呼んでおりますけれども、これを県庁庁舎内にお迎えをいただき、そして消費者行政に関わる



2 

 

先進的な調査研究、こうしたものを率先して進めてこられたということがございました。そうし

たモデルプロジェクトの拠点として徳島オフィスの活動を進めていく、その中にあってもまさに

徳島県庁としての積極的なお取組というのが非常に大きな役割を果たしておられると見ておりま

す。そうした拠点としての取組を、更に国民生活センターの御協力のもとに進めてこられたとい

うこともございました。そうした新しい取組、地域に根差した取組、そうしたものの重要性とい

うことを、私たちも強く認識をしているところでもございます。そうした実績、その幾つかは高

齢者の見守りネットワークを徳島県内でも既に全市町村に設置をされると、更には教育委員会と

の連携、社会への扉を全ての公立高等学校で活用していただいている。更には、ICTの活用や、あ

るいは消費者志向経営の地域展開など、本当に様々な分野での先進的なお取組をしておられると

いうことがございます。 

そこで、本日は、徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課長、ちょっと長い

のですが、兼消費者情報センター所長の勝間様、それから、同じく消費者くらし安全局の徳島県

消費者行政指導監の篠原様に、テレビ画面ではございますけれども御参加をいただき、お話をお

伺いできればと思います。お二方には、お忙しいところ御参画をいただきまして誠にありがとう

ございました。それでは、最初に20分から30分程度、徳島県からのお話をいただき、その後40分

程度、当地方消費者行政専門調査会の委員の皆様方との質疑応答の時間を取れればと思っており

ますので、よろしくお願いをいたします。それでは恐縮ですけれども、徳島県側から少しこれま

での取組につきましてお話をいただければと思います。よろしくお願いをいたします。 

○徳島県勝間消費者くらし政策課長 皆さん、おはようございます。徳島県で消費者行政を担当

しております、消費者くらし政策課長の勝間でございます。本日は地方消費者行政専門調査会で、

徳島県の取組につきまして御説明をさせていただく機会をいただき本当にありがとうございます。

本来でありますと、そちらのほうに出向きまして説明をさせていただきたいという気持ちを持っ

ておったのですけれども、やはり新型コロナウイルスの関係でございまして、徳島からのテレビ

会議での参加となりました。この点、御容赦いただければと思っております。 

説明につきましては、今座長からもお話があったとおり、20分程度で、その後質疑応答をいた

だけるということをお伺いしておりますので、それでは早速説明に移らせていただきたいと思い

ます。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページを御覧いただければと思います。 

 この１ページ目の資料でございますが、実はなのですけれども、これはちょうど１年前の３月

29日、消費者委員会に設置されておりました消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会

に提出をいたしまして、私が説明をさせていただいたものでございます。内容につきましては、

平成29年７月に徳島県庁10階に設置されました、消費者庁の消費者行政新未来創造オフィスの活

動につきまして、徳島県側の視点から説明をさせていただいたものでございます。右下のほうに、

消費者庁と連携をして実施して参りました新未来創造プロジェクト、その主なものとして若年者

の消費者教育からリスクコミュニケーションまで８つを例示しております。実は、10を超えるプ

ロジェクトを展開していたわけなのですけれども、徳島を実証フィールドとして実践をいただい
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たというところでございます。そして、この徳島での実践、これを踏まえていただきまして、消

費者庁と連携をしながら、四国や関西へ施策を展開し、更には、全国から世界へと展開・発信を

行ってきたところであります。本日の説明につきましては、左側にちょっと矢印で下から上がっ

ていますけれども、徳島での実践、府県間・広域展開、それから全国展開といった順に従いまし

て、どうやって県内市町村にプロジェクトを浸透させてきたのか、あるいは、どうやって他の府

県と連携を進めてきたのかという点を、ポイントを絞りながら御説明をさせていただきたいと思

っているところでございます。 

 それでは、２ページを御覧いただければと思います。 

 徳島での実践ということで、お話をさせていただく前に、実は消費生活センターについて、ま

ず説明をさせていただきたいと思います。といいますのは、私自身、実は３年前に現職、今の課

長に就任をさせていただいてからずっと考えているところなのですけれども、地方消費者行政の

各種施策を推進するに際して、実は消費生活センターあるいは消費者生活相談員が、施策推進の

基礎を形作っているのだと考えているからでございます。中ほどに緑に白字で４つの項目を挙げ

ております。消費生活相談といたしましては、県内どこに住んでいても質の高い相談ができるよ

うということで、平成29年度までに広域設置を含めまして、全ての市町村の理解を得ました消費

生活センターの設置を完了させているところでございますが、地域の見守りということで消費者

安全確保地域協議会を、これにつきましても平成30年度までに全市町村で設置をしたところでご

ざいますけれども、このネットワーク、まさに設置をしたのですけれども、やはり機能させるた

めには、情報が集まってくるのはやはり消費生活センターになる。そのときに、消費生活センタ

ーが被害の未然防止とか回復を図るだけでなく、あるいは生活支援という観点から、福祉あるい

は犯罪防止という観点から、警察、そういったところと連携した現場対応、その結節点に実はセ

ンターがなっているのだということを実感しているところでございます。 

また、消費者教育につきましても、平成29年度から、全ての高校で社会への扉を活用した授業

というものを行っていただいているところでございますけれども、この社会への扉の中にもセン

ターの役割ということがはっきりと明記をされておりまして、実際に188を通じて、高校生や保護

者の方からセンターに相談が来るというようなことも多くなってきているところでございまして、

やはり、当事者教育の拠点でもあるということでございますので、その役割というものが、ます

ます重要なものになってきているのではないかと思っております。 

また、近未来の消費者問題としては、昨年９月に消費者庁と共催で実施をいたしました「G20消

費者政策国際会合」でも議論された様々な課題がございますけれども、それらの対応についても、

やはり県民に一番身近な相談窓口といえば消費生活センターということで、それぞれに対応が求

められているというところでございます。こういった点からも、地方消費者行政の展開によって

新たな施策が推進をされるという際には、それと併せて消費生活センターの役割も拡大している

ということで、消費生活センターともしっかりと連携をするような形で施策を推進していかなけ

ればいけないと思っているところでございます。しかしながら、こういった県民の生活を守ると

いう重要な役割を担っております消費生活センターなのでございますけれども、持続可能な運営
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が可能なのかというところが、今課題となっているところでございます。左下に少し「背景」と

いうところで書かせていただいておりますけれども、市町村からは単独の市町村で相談員の確保・

育成、これはちょっと難しいのではないかという声もいただいているところでございます。実際、

県内の相談員の半数は現状でも60才を超えているというところでございます。やはり、これから

の消費生活センターの在り方を検討するには、市町村が単独でそれぞれ考えるというのではなく

て、我々県が総合調整をしながら、少なくとも県を単位として考えていくべきではないのかと思

ってきたところでございます。そのため徳島県では、それぞれのセンターと情報共有、意見交換

を行うために、県内全ての市町村も含めましたセンターの相談員を集めた懇談会、あるいはセン

ターの所長を集めた会議というものも開きまして、かなり踏み込んだ、例えばセンターの運営に

関する意見の交換を行ってきたところでございます。おそらく県下にあるセンターの相談員ある

いは所長を集めるような会議というのは、他の都道府県ではあまり例がないとお聞きをしている

ところでございます。また、人材確保、能力活用という点に関して、資格取得の講座や人材バン

クという制度を持っているところでございます。また、中ほどですけれども、昨年行いました国

への政策提言ということで、若手の相談員の人材確保という観点からは、大学で資格取得講座を

認定してはどうかという、ちょっと法改正も必要になりますけれども、思い切った提言もさせて

いただいているところでございます。やはり、地方消費者行政の基礎を担う消費生活センターの

重要性がある一方で、持続可能な運営ができるよう、在り方そのものを相談員の処遇改善も含め

まして、検討していかなければいけない時期というものが、もう目の前に来ているように感じて

いるところでございまして、本県でも様々な試行錯誤を進めているところでございます。 

 それでは、次に３ページをお開きいただければと思います。 

 徳島での各種プロジェクト等の実践でございます。その際の、まず、県の役割というところで

ございますけれども、徳島県としては当然のことながら、自らが主体的に施策の実施主体となる

こともございます。ただ、本日の説明で強調させていただきたいのは、施策の推進役、旗振り役

としての県の役割であります。どうやれば県下市町村に消費者行政施策を広げていくことができ

るのかという点でございます。ここで注意すべきなのは、消費者行政というのは間口が広うござ

います。例えば、県の消費者行政担当、つまり我々と日常的に業務を連携しているのは、市町村

の消費者行政担当課でございますけれども、そことだけ話をすれば施策展開ができるということ

にはならないということでございます。例えば、見守りネットワークでございます。この設置を

進めるためには、消費者行政担当課だけではなくて、福祉担当課の協力が不可欠であると言われ

ております。では、どうすれば、市町村の福祉担当につながっていくことができるのでしょうか。

もちろん、市町村でも調整を進めてもらいますけれども、市町村側から協力を求められれば、県

の消費者行政担当部局であります我々が、直接市町村の福祉担当へ出向いて説明をするというこ

ともございます。ただ、やはり我々は日常的に市町村の福祉担当部局と業務連携をしているわけ

ではございませんので、なかなか理解が得られることが難しいという実情もございます。そこで、

市町村長などの幹部職員を通じて話をするという場合もございます。あるいは日常的に業務連携

をしている県の担当部局、つまり徳島県でいいますと保健福祉部と連携をして市町村にアプロー
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チをかけるというようなことを行ってきたところでございます。また、公益通報窓口の設置。実

は、この図は内部職員からの通報窓口の設置をイメージしておりますけれども、ここで注意して

いただきたいのは、市町村での窓口設置については、市町村の消費者行政担当課は、実はあまり

関与はしていないというところでございます。おそらく窓口を設置していただくという形になれ

ば、人事総務担当課ということになって参ります。では、こういった人事総務担当課、市町村の

ほうに、どう協力要請をするのかということですけれども、我々がそちらに出向いても、なかな

か理解が得られないというところでございます。そこで市町村長等の幹部職員に直接説明をする

こともございますけれども、例えば、徳島県でいいますと、政策創造部に市町村課というものが

ございます。これは全国に、同じような組織がございまして、市町村課とか地方課とか呼ばれて

おりますけれども、ここは、地方自治法を所管しておりまして、市町村指導を行っている部署で

ございます。ここは人事総務担当と日常的につながりがありますので、ここと連携をしながら市

町村へ、こういった窓口を作ってもらえませんかというようなアプローチを進めてきたところで

ございます。 

 このように、市町村への施策展開には、例えば全てのプロジェクトにつきまして、徳島県では、

我々、消費者行政担当部局が一旦窓口として受け止めるということをするのですけれども、市町

村への具体的な動きを促すためには、市長などの幹部職員への説明とともに、市町村の消費者行

政担当課以外の協力を得なければならない。例えば、福祉とか、人事総務とか、そういった課に

対しては、県の中で日常的に、それらの課と業務の連携しているところがございますので、そこ

と連携したアプローチが必要になってくるということでございます。その際、できましたら、当

然のことを、例えば保健福祉部でありますから、日常的に国の組織として連携をしているのは、

厚生労働省あるいは市町村課でありますと総務省という形になりますので、そういったところと

の連携というものをいただければ、国のほうでブリッジをかけていただければ、地方の側も非常

に動きやすくなると思っているところでございます。例えば、協力要請の通知が１枚あるだけで、

状況は大きく変わっていくのだと思っておりますし、現に見守りネットワークでは、地方協力課

のほうが、厚生労働省のほうにお声がけをいただいて、そういった動きも出て参りまして、新た

な動きも、展開も進んでいるというところでございます。 

 めくっていただきまして、４ページでございます。 

 これは、新未来創造プロジェクトごとに、消費者庁、県、市町村の担当を整理したものでござ

います。非常に多岐にわたっておりますけれども、これらプロジェクトにつきましても、県の消

費者行政担当課、我々が窓口として受け止めるのですけれども、ここに書いてありますような関

係部局と連携しながら、市町村あるいは、これは市町村だけしか書いていませんけれども、関係

団体、ここにもございますので、そういったところにアプローチをし、具体的な施策展開につな

げていくという構図は同じものでございます。御覧いただければと思います。 

 次をめくっていただきまして、５ページでございます。 

今までは、徳島県内の話だったのですけれども、その枠を越えました府県間・広域展開という

お話でございまして、県の枠を越えて面的な広がりを持った施策展開をどう行っていくのかとい
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うところでございます。ただ、県が自らの枠を越えて広域連携を何でしなければいけないのかと、

他県から聞かれることもありますけれども、確かに、消費者行政は自治事務だと言われていると

ころでございますので、単独の市町村の範囲内で行えば、十分ではないかというようなことを言

われたこともございます。しかし、若年者向け消費者教育あるいはエシカル、そういったものに

ついては、単独の自治体の課題というだけではなくて、社会全体、日本全体の共通課題でもござ

います。情報交換をどういうふうに進めているのか、情報交換をしながら進めたいというような

自治体も多くございます。あるいは、他の都道府県で、実際に予算確保についてどんな取組をし

ているのか、もっと具体的にいうと、財政当局に対して、どういった説明をして予算を確保しよ

うとしているのか知りたいと、そういう声やニーズ、これは結構出てきているように感じている

ところでございます。 

その中で、徳島県の事例でございますけれども、まず、四国での展開でございます。四国にお

いては、平成29年１月に、各県の消費者行政担当課長を集めた会議を設置したところでございま

す。これは、消費者庁が毎年開催しておりますブロック単位での会議とは別物でございまして、

まさに、それぞれの県の担当課長が顔を突き合わせた会議ということで、この会議自体は、四国

が連携して何か共同事業のようなことができないだろうかというようなことを、我々のほうから

提案させていただき、発足をしたものでございます。その結果、右に書いてありますとおり、平

成29年度から「四国はひとつ・消費者市民社会創造フォーラム」を、４県が連携して開催を順次

してきたところでございまして、平成29年11月には香川でエシカル消費をテーマとしたもの、平

成30年７月には愛媛県で若年者向け消費者教育をテーマとしたものを開始いたしました。実は、

３月16日も高知でSDGsも含めた形のテーマとしたフォーラムを開催する予定だったのですけれど

も、これはコロナウイルスの関係で残念ながら中止となってしまったのですけれども、そういっ

たつながりができてきているというところでございます。 

 こういった府県間連携事業を行うには、どの府県が発案し誰が府県間の調整を行っていくのか

ということが重要にはなってくるのですけれども、一方では財源をどう確保するのかということ

もポイントになります。だから、これはちょっと不確かですけれども、たしか広域連携というも

のに関しては、地財措置等も十分されていなかったのかとも思っているところでございます。幸

い四国知事会におきましては、知事会が認めた事業に対する財政支援制度がございます。それを

活用し、こういったフォーラムを開催したところでございます。四国全体に、消費者行政の取組

が浸透したところでございまして、各県でのそれぞれの取組が一層促進されてきたということに、

今なってきているところでございます。フォーラムの意義は非常に大きかったのではないかと思

っておりますし、今後も継続して取り組んでいきたいと思っているところでございます。また、

下段、関西での展開でございます。これは、特別地方公共団体であります、関西広域連合として

の取組を進めているところでございまして、具体的には、昨年の５月に政府機関等との地方創生

推進会議を設置していただきました。これには、関西にございます文化庁地域文化創生本部、更

には消費者庁・消費者行政新未来創造オフィス、総務省統計局・統計データ利活用センターにも

参画をいただいているところでございます。こういった会議を重ねていくとともに、消費者庁と
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連携をいたしました、子供の事故防止の研修会、あるいは消費者志向経営の推進をするためのセ

ミナー、これを関西広域連合の事業として実施をしていただいたところでございます。 

 このように、四国知事会あるいは関西広域連合のように、地方が持っている府県間連携のネッ

トワーク、これがございますので、それをうまく活用し、府県間が連携をした面的な広がりを持

った施策展開ができるようになってきたのではないのかと感じているところでございます。ただ、

府県間連携の場合、先ほど申し上げました、府県間の意見調整、財源確保にも課題がございます。

こういった点については、消費者庁などの支援をいただければと思っているところでございます。 

 また、府県間が連携するだけではなくて、消費者関係団体と連携したネットワーク作りという

ことも進めてきているところでございます。右側に、エシカル消費をテーマとした平成30年度の

自治体サミット、令和元年度の自治体ミーティングについて記載をしております。本県からの呼

びかけをさせていただきましたが、複数の府県市から参加をいただいたところでございます。や

はり、エシカル消費など、社会全体、日本全体の課題については、情報交換や意見交換を行いた

いと願っている職員が、全国には結構いるという思いを強くしたところでございますし、また、

徳島に来ていただくというきっかけ作りとしては、日本エシカル推進協議会の協力を得たという

のが非常に大きいことでございまして、やはり徳島に行けば、レベルが高く、得るものが多い会

議に参画できると感じてくれた点も非常に大きいのではないかと思っているところでございます。

面的な広がりを持った施策を展開する際には、専門的な知見を蓄積されている各消費者関係団体

との連携も極めて有効な手法になると思っているところでございます。 

 最後の６ページでございます。 

全国展開、世界への発信についてでございます。まず、全国展開として、ここに掲げておりま

すのは、消費者庁と共催して開催しました、エシカル甲子園でございます。エシカル消費の学習

や推進等の活動に取り組む高校生等が、日頃の取組や学習の成果、今後の展望などについて発表

するもので、今年度が第１回となりました。ここで、是非見ていただきたいのは、参加高校数で

す。真ん中の図の上段に書いています。本選出場校は12校でありますが、実は、一体どれぐらい

が参加してくれるのだろうかと、不安になった部分もありますけれども、実は70校という非常に

多くの高校に参加申込みをいただいたところでございます。また、右側のグラフは、この70校が

どんなテーマで申し込みをいただいたのかというものを分類したものでございます。エシカル消

費、実に様々なテーマから取り上げられているところでございます。こういう状況を見ましたら、

高校をはじめ、エシカル消費あるいはSDGsの12番目の目標となっている、作る責任、使う責任に

つきましては、学習し、発表の機会を得たいと考えている学校とか団体とか、全国に数多くある

ように思われているところでございます。 

 次に、世界発信でございます。下段でございますけれども、これは昨年９月の消費者庁と共催

し、徳島で開催しました、「G20消費者政策国際会合」を記載しております。本県といたしまして

は、このレガシーをしっかりと継承し、国際的で持続的な視点からの施策推進を図るため、右側

に記載しております、徳島県持続可能な社会を目指した国際連携ネットワーク、略称TISといいま

すけれども、これを先月２月21日に設置をしたところでございます。ここに掲げておりますネッ
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トワークを構成していただいております皆さん、学識経験者、それから消費者団体、それから国

の機関、そういった方々の意見をいただきながら世界への情報発信につなげたいと考えており、

徳島県では、来年度事業になりますけれども、11月４日から国際消費者フォーラムを徳島で実施

したいというような流れを作っているところでございます。 

 最後は、ペーパーがございませんけれども、20年後、30年後を見据えた消費者行政について、

改めて県として何ができるのかを考えたとき、本日の説明では、まず１番目、施策展開の基礎と

なる消費生活センターの運営については、少なくとも県単位での調整をしながら、持続可能な運

営を進めていかなければいけないのではないかという点。２点目としては、県内で広く施策展開

を行うには、県の消費者行政担当部局が裏方となって、必要な総合調整を行っていく必要がある

のではないか。３点目、県を越えた面的な広がりを持った施策展開については、地方が持ってい

る府県間のネットワークを活用した連携や庁舎関係団体との連携した取組が有効ではないだろう

か。４点目、全国展開、世界発信においても、全国的に学習し、発表の機会を持ちたい学校、団

体が多いのではないか、あるいは学識経験者、消費者関係団体、国の機関の連携により、世界発

信への道も開けるのでないかということを御説明させていただいたところでございます。 

 以上で、私からの説明を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○新川座長 勝間さん、どうもありがとうございました。 

 ただいま、徳島県から、これまでの消費者行政に関わる取組、その中でも、県内市町村との連

携で進めてこられた様々なお取組、また、府県間での御活動、更には、昨年「G20消費者政策国際

会合」がございましたけれども、それを契機にしました世界的な展開あるいは全国的な展開、こ

れらについてお話をいただきました。 

 ここからは、各委員いろいろと御感想あるいは御意見、また是非聞いてみたいというような御

質問がおありかと思います。少し徳島の皆様方とやりとりをさせていただければと思います。 

 では、池本委員から、お願いします。 

○池本委員 池本でございます。 

 大変熱心に徳島県で取り組んでおられる様子に敬服いたします。 

 ２点質問させてください。 

 徳島では、県内の市町村に消費生活センターの設置や、そして、高齢者の見守りネットワーク、

安全確保地域協議会も全体に設置を推進されたというところですが、特に見守りネットワークの

ことで、設置した後、設置はしたけれども、２年目、３年目と年に１回、協議会で会合を開いて、

そこでは、情報提供、資料提供は辛うじてやるけれども、その先、何をやっていいか分からない

というのは、実は他の地域などで声を聞くことがあります。以前、北海道でも、あそこは高齢者

見守りネットワークを非常に熱心に展開して、働きかけをしておられたのですが、設置した後の

動きが、特に職員が交代したりすると、動きがだんだん低調になっていくと、そこへもう一回実

態を調査して働きかけを強めたというような報告を聞いたことがあります。徳島県では、今の点

の安全確保地域協議会、見守りネットワークを設置した後の市町村の、その後の持続的な活動と

して、どういうことをなさっているのかという点について、実情をお伺いできればと思います。
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あるいはそこで、特に被害防止のための情報提供の資料だとか、どういう形で福祉の関係者に情

報を提供するのか、県の側で何かバックアップをなさっているのかどうか、その辺りのところを

お伺いしたいという点が、まず、第１点であります。 

 ２点目は、今のことや、あるいは消費生活センターの活動全般に関わるわけですが、市町村の

消費者行政の職員というのは本当に小さな所帯で、ほとんどのところが３つも４つもあるいは５

つも関連の他の部署との兼務にとどまっています。そのために、例えば福祉の人と連携をすると

いっても、福祉は非常に大きな所帯であるのに対して、消費者行政は、兼務の人が本当にきめ細

かな連絡というのは取りにくい。その辺りで、例えば市町村の消費者行政というものの位置付け、

これは人的なことと財政、独自財源のこともあるのですが、徳島県自身が独自財源も非常にしっ

かりと配備され、あるいは職員を充実しておられる、そういった姿を市町村の側に対しては、何

か働きかけの方法というのをやってこられたのか、あるいは検討しておられるのか、そこで何か

参考になることがあればお伺いしたいと思います。 

 以上、２点お願いします。 

○新川座長 それでは、徳島側から、よろしくお願いをいたします。 

○徳島県勝間消費者くらし政策課長 池本委員から御質問いただきました、まず、１点目でござ

います。見守りネットワークの設置でございます。 

 先ほど御説明をさせていただきましたとおり、平成30年度に全ての市町村で見守りネットワー

クを設置したところでございますけれども、やはり、設置をしただけでは意味がないといいます

か、やはり、地域の住民の方々にそういうネットワークがあってよかったと思ってもらいたいと

いうのが、我々としての思いでございます。実は、設置をして２回目、３回目の定例会をすると

きに、市町村のほうに１つお願いをしているのは、この見守りネットワークで消費者被害の未然

防止が防げた、あるいは被害回復ができたような事例があるのだったら、是非それを吸い上げて

もらいたい。それを、是非市民、県民にＰＲをしていただきたいというようなことをお願いした

ところでございます。実は、実際に見守りネットワークの実績というものについては、PIO-NET等

も活用させていただきながら、実はこれをある程度集約をして、例えばこういう事例で被害の未

然防止ができた、あるいは福祉の分野からつながってきたというような事例というものが、徐々

にですけれどもやはり蓄積をされてきているところでございます。そういったところを広く県民

の皆様方に知っていただければ、そうすればセンターに相談すればこうなるのか、あるいは見守

り活動があるから我々は安心して暮らせるのかというような実感をいただけるのではないのかと

思っているところでございます。その中で、実は非常に大きい役割を果たすのが、やはり消費生

活センターです。実はセンターの相談員、これは見守りネットワークを推進する中ではどういう

ふうになるのだろうかと不安を感じられた相談員の方も多数おられたのですけれども、実は会議

を開いて感想を聞いていくと、ネットワークを作ってくれてよかったと。特に、福祉と連携をし

たかったと。例えば、単に相談者の消費者被害を回復するだけではなくて、生活支援まで踏み込

んだ対応をしないと、結局この人は、２回目、３回目だまされてしまう。それをどうにかしたか

ったのだけれども、今まではできなかった。ところが福祉と連携することによって、福祉の生活
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支援はそこでフォローに回ることによって、それが被害防止につながるような案件がやはり出て

きたというようなことで、非常に感謝の言葉をいただいたところがありまして、非常に勇気付け

られたところでございます。何度も申し上げますけれども、やはり見守りネットワークについて

は、作ってその後の動きをどうつくっていくのか。その中で、センターが、この見守りネットワ

ークは消費者被害の防止という観点がありますので、センターのところに情報が集まってくる。

それをセンターの側が福祉とかあるいは関係課とか、あるいは警察とか、そういうところにどう

いうふうにさばいていくのか、その動きが見えてくれば、これは現場で使えるのだというような

感じが広がっていくのではないのかなと思っているところでございます。 

 ２点目、市町村のところでございます。これは委員おっしゃられるように、市町村と兼務で、

小さな所帯の兼務で消費者行政をやられているというところもございます。実際に、先ほどいい

ましたとおり、福祉の分野でありますとか、あるいは総務とか、いろいろ各所に連携をしろとい

っても、なかなか難しいところがございます。これらにつきましては、やはり県のほうが、市町

村のほうの現場に足を運びまして、実際の地域の実情ということをしっかりと、まず受け止める、

話を聞いていくというのが、まず、ファーストステップとしてあると思っているところでござい

ます。その中で、例えば先ほどいいましたとおり、我々の側が県の関係部局も巻き込んで、福祉

にアプローチをかけるとか、総務にアプローチをかけるというようなお手伝い、これをさせてい

ただいているというようなところでございます。それから、財政的な支援につきましては、国の

ほうの交付金、そういったものも活用させていただきながら進めたいと思っておりますけれども、

例えば啓発の資材とか、いわゆるソフト面で県のほうとして連携してやれるようなことについて

は県のほうも一緒になって取り組むというスタイルで支援を行っているというようなこともやっ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○新川座長 どうぞ。 

○池本委員 説明ありがとうございました、池本でございます。 

 今、御説明いただいたことについて、ちょっと補足して確認させてください。 

 まず、第１点目の見守りネットワークを作ったことによって、事例をセンターへ紹介されたと

か、実績を見える化していくことによって、その存在を市民にもアピールするし、自治体の中で

も役割の重要性というのを自覚してもらうというのは非常に大事だと思います。今おっしゃった

中身は、徳島県のセンターのホームページか何かで集約されているという趣旨なのか、市町村の

各センターでそういう事例が挙がったものを意識的に出しておられるということなのか、外から

アクセスして参考にするときにどういうふうにアクセスすればいいかという点を教えていただけ

ればというのが第１点です。 

 それから、第２点目の最後のところの財政の一番悩ましいところなのですが、消費者庁は１年

前に各都道府県を回って、消費者行政の位置付けを高めたり独自財源を増やしたりしてくれとい

うのを幹部の大臣、政務官、あるいは消費者庁のトップが周ったということがありました（注:地

方消費者行政強化キャラバンのこと）。むしろ、都道府県のそれぞれの中で、県が市町村の幹部
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に向けて何かそういう働きかけができないものかと考えているところがあるのですが、徳島で何

かそういう独自財源をもっと増やしてもらえないかとか、あるいは兼務の４つ、５つを、２つ、

３つに減らして少しでも役割を高めるとか、そういう面での働きかけというのは、何か検討なさ

っているところがあるのでしょうか。 

 以上、２点お願いします。 

○新川座長 よろしくお願いいたします。 

○徳島県勝間消費者くらし政策課長 ありがとうございます。 

 まず、見守りネットワークの実績のことでございます。まさに、池本委員がおっしゃられるよ

うに、我々とすれば、その見える化ということを、今、進めているところでございます。ただ、

現状でいくと、まだ形としてはオープンにはなっておりません。それぞれのセンター、あるいは

県の協議会、そういったところで実は事例の集約をし、共有化を図っているという状況でござい

ます。いわゆる協議会の中であれば、個人情報の共有ができますので、ある程度そこはスムーズ

にできるのですけれども、それをどういうような形で外向きに出していくのかということについ

て、今まさに検討しているというところでございます。ただし、県民向けにＰＲをしていきたい

という気持ちを持っておりますので、これはできるだけ早いタイミングで見える化、対外的に他

の県からも見ていただけるような形につなげていきたいと思っているところでございます。 

 それから、市町村のほうの幹部に対して財源の確保についての働きかけというところでござい

ますけれども、端的に申し上げまして、例えば我々が市町村のほうに何の前提もなくお金という

観点からだけでこの財源を確保してほしいといういい方は、なかなかお願いするのは難しいと思

っております。それよりも、やはり消費者行政自体の施策の優先順位を上げていただきたいと思

っております。施策の優先順位が上がれば、必然的に予算の確保というものにつながっていくの

だと思っているところでございます。そういった面から、まず、県としての消費者行政に対する

思いみたいなものをしっかりと市町村の側に伝えていく。それと、実際に、県民あるいは地元の

市民、住民の方々が、消費者行政に対して持っている期待、そういったものを市町村の側に伝え

て、やはり少なくともこういったレベルでは、消費者行政を展開していく必要があるのではない

でしょうかというような切り口で、市町村のほうの取組を促しているということを何度も何度も

繰り返しているというところでございます。現実に、地元の、例えば、各種団体がございます、

地域作りの団体とかがございます。そういうところが、あの町でこれをやってくれてよかったね、

みたいな声が上がってくると、やはりその中で、その町その市の中ではその施策の優先順位が上

がってきて、結果的に予算がつきやすくなるという状況を作り上げていくというのが、普通我々

地方自治体がやっている手法といえば手法になるのかなと思っているところでございます。 

○徳島県篠原消費者行政指導監 ちょっとフォローをよろしいでしょうか、徳島県の篠原でござ

います。 

○新川座長 どうぞ。 

○徳島県篠原消費者行政指導監 池本委員からの１番目の見守り関係でということですけれども、

実は県内だけだろうと思うのですけれども、PIO-NETの中で独自項目にあるフラグ、ある統一した
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数字を入れて、県内のセンターではこういうことが見守りネットワークの事例としてあったとい

うことが認識されるようには、今やってございます。何件かそういう事例が集まって、各センタ

ーから見守りネットワークに参加するときにお話をいただいたりもしておると思います。 

 もう一点は、見守りネットワークの中に県のセンター、徳島県のほうの構成団体に入れていた

だくということで、今お願いをしているところでございます。それは、県内に約6,000件の相談が

ございます。そのうち半分は県の消費者情報センターのほうにある相談でございます。その相談

の中で、どうしても見守りが必要な事例があって、その個人情報を見守りネットワークのほうに

お知らせするときに、どうしても本人からの同意が要るという事例もあるのですけれども、見守

りネットワークの構成員に県のセンターなり、県の課のほうが、課長がメンバーに入ると、その

情報が共有化できるということで、今、そういうことで、県内の見守りネットワークが効率的に

動くような取組を進めていっておるところでございます。 

 以上です。 

○池本委員 ありがとうございました。 

○新川座長 ありがとうございます。 

 どうぞ、尾嶋委員。 

○尾嶋委員 御説明ありがとうございました。 

 ２点、御質問していきたいと思います。 

 ２ページですけれども、２ページの一番左側に消費生活相談とありまして、徳島県内では広域

連携が中央集約方式で６か所あるかと思うのですけれども、広域連携では、委託した自治体は、

消費者行政の意識が低下して、しまう傾向が全国的に見られると思うのですけれども、そういう

状況の中で、見守りネットワークが全市町村に設置されているというのは大変すばらしいことで、

驚いています。広域連携の委託した自治体、委託された自治体、その連携の仕方をお聞きしたい

と思います。 

 もう一つ、相談員が不足している状況の中で、相談員不足の対策を市町村だけで考えるのでは

なく、県を単位として考えたほうが良いという御提案だったのですけれども、具体的に、県が、

こういうような施策、事業を考えているなど、例えば養成講座をするとか、そういったことがあ

りましたら教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○新川座長 お願いいたします。 

○徳島県勝間消費者くらし政策課長 まず、１点目の見守りネットワークでございます。 

 確かに、今、御指摘のありましたとおり、広域でセンターが設置されているところが多数ござ

いますが、見守りネットワークは１か所を除いて、実は、全て市町村単位で見守りネットワーク

を設置しているところでございます。実は、このセンターの全県設置と見守りのネットワークの

構築というのは、実は我々の中ではリンクをしておりまして、見守りを進めるにはやはり全県的

にセンターがなければいけないかなということで、それぞれお願いをしてきたという経緯がござ

います。実際に協議会で作るときには、広域設置のところであってもそのセンターの方に協議会
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のメンバーになっていただいて、そこで連携を図っていただくという取組を必ず行っていただき

たいというようなことで、調整を進めてきたところでございます。実際に見守りネットワークの

活動がある程度進んできますと、やはり地元のほうからセンターに相談に行きたいというような

希望がそれぞれの各町に出てきております。そうすると、やはりセンターと、例えば広域でお願

いをしているところの町のほうからも、センターに活動をお願いしたいというような声がどんど

ん聞こえてくるということで、実はこの見守りネットワークの活動を活性化させれば、センター

の存在意義というものも上がってきて、それぞれ個々の市町村とセンターとの関係というものも

密接になっていくのではないのかなということで、そこには相乗効果が出てきているのではない

のかなと思っているところでございます。 

 次に、相談員の不足の具体的な話でございますけれども、まさに資格の取得講座につきまして

は、県のほうで養成講座を設けておるところでございます。実はこれは県のほうが十分できてい

ないのであれなのですけれども、私のほうが市町村のほうにお願いしているのは、例えば市町村

の役場職員も、できれば資格取得というものをやってほしいというようなことをお願いしてきた

ところでございまして、今年度、実は役場職員で資格を取得された方ということも事例としてど

んどん出てきているという状況でございます。そういったことが１つございます。それともう一

点が、実は私は課長として３年目なのですけれども、その大きな役割の１つとしては、市町村の

センターで有資格者、相談員資格を持っておられる方が１名しかいないというセンターもござい

ます。その方が、どうしても家庭の事情等々で辞めなければいけないというようなことになって

きたときに、その人材の確保ないしはその市町村のセンターの円滑な運営というものも一緒に相

談を受けるという形になりました。実際にどういうことをやったのかというと、県のほうの相談

員を臨時的に市町村のほうに派遣をして、まず、そこでつないでいくというようなこともやらせ

ていただいたところでございます。まだ制度としては確立しておりませんけれども、やはりそう

いう実績が積み重なってくれば、そういった人材の交流、極端な例で、センター間の人事異動み

たいなものができれば一番いいのかなと思ったりもするのですけれども、そういったことを県が

ある程度調整をしていくというのも有効なのかなということを実感しているというところでござ

います。 

 以上です。 

○新川座長 その他、いかがでしょうか。 

 どうぞ、清水委員。 

○清水委員 今の２ページのところの関連でお願いします。 

 まず２点、先ほどの説明の中で、資格取得講座で国への提言ということで大学における資格取

得の話があったと思いますが、そこで法改正が必要みたいな発言があったと思うのですが、なぜ

なのかということで、私たちとしては、現状国家資格になって年齢制限もないですので、大学で

大学生が取得することは現行の資格で十分だと思っております。何かこの辺でお考えが、もし詳

しくあるのであれば教えていただきたいというのが１点。 

 もう一つは、消費生活センターが核であるという強い発言をいただいて、本当にうれしい限り
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です。私も20年前、複数の相談員養成講座を出たのですが、その一つである日本消費者協会のコ

ンサルタント養成講座には徳島県の方たちが来ていたと思います。それは徳島県の消費者協会が

消費生活センターを運営しているという関係で密な連携があったと思いますが、今でも全県、全

市、消費者協会の受託という形で相談業務はやられているのでしょうか。それでの問題点という

のは何かおありかお聞きしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○新川座長 よろしくお願いします。 

○徳島県勝間消費者くらし政策課長 ありがとうございます。 

 まず、１点目の国への政策提言の話でございます。もちろん、清水委員がおっしゃられたとお

り、大学生もしっかりと勉強して受験をして通るという形というものも１つ、我々の目指してい

るところではございますけれども、実はここの提言につきましてはもう一歩踏み込みまして、例

えばなのですけれども、大学でこれとこれとこれの科目を取得すればとりあえず相談員資格を取

得できる。例えば比較すると教員免許がそうですね。大学でこういった科目を取得すれば、免許

につながるというような形、そういう形のものができないのかなというのがこの提言の内容でご

ざいます。なぜかといいますと、やはり先ほどいいましたとおり、相談員の方々が60才以上が大

半を占める中で、若い相談員の方をどうしても確保したいということ。もう一つ、相談員にもこ

れはよく言われるのですけれども、資格を取得しても相談業務となると若干の経験も要るのでは

ないかと。例えばなのですけれども、ある程度資格のハードルをまず下げて、まずセンターに就

職するような、あるいはセンターに就職していただいて経験年数を積めば正式に相談員になるよ

うな形のものというのができないものかというような形で、実は政策提言をさせていただいたと

いうところでございます。 

 次の２点目でございます。県のほうの消費生活センター、消費者情報センターというのですけ

れども、そちらのほうについては今委員からありましたとおり、県の消費者協会に委託しそこか

らの人の派遣という形を取らせていただいております。ただ、他の市町村につきましては、それ

ぞれなのですけれども、ほぼほぼ今は非常勤、４月からは会計年度任用職員というような形のも

のになっているところでございます。それで、先ほどいいました、県を単位とした人のやりくり

というようなことの中で１つ課題となっているのは、やはり処遇面での違いという部分がござい

ますので、そこは今後調整をしていかなければいけないのかなと思っているところでございます。 

 以上です。 

○新川座長 よろしいですか。 

 どうぞ。 

○清水委員 ありがとうございます。 

 大学生にこだわるのですけれども、若いときにこの消費生活相談員の資格を取るというのは、

おそらく時間があってきちんと勉強すれば取れると思いますので、是非資格取得を進めていただ

きたいと思います。私は17年間相談をやっていますが、この国家資格になってから大きく市民の

信頼が変わりました。先日も、おまえは何者だと電話の最初に言われました。最初に市民かどう
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かの確認のために、何区にお住まいですかと聞くのですが、他県の人が黙って聞けと、188は国が

やっているから黙って聞けと言われたのですが、市の自治事務です、国家資格ですと、私たちは

法律に基づいてやっていますと言ったら、黙られて納得されました。非常にこの資格制度という

のは私たちの現場では役に立っていることを紹介させていただきます。是非若い人たちが資格を

とってもらいたいです。私たちも努力したいと思います。よろしくお願いします。 

○新川座長 どうもありがとうございました。 

 その他、どうぞ、伊集委員。 

○伊集委員 御説明どうもありがとうございました。委員の伊集と申します。 

 私は財政学を専門にしていまして、その立場でこの会議に参加しているのですけれども、先ほ

ど池本委員からも財政に関する質問があったのですけれども、私もちょっとそれに関連して２つ

ほど質問させてください。 

 徳島県の場合は、消費者行政に関する予算というのが他府県に比べて非常に高いという特徴が

あると思いますし、消費者庁の地方オフィスがあったりとか、あるいは知事が非常に熱心に取り

組まれているというような、そういうリーダーシップの面に特徴があるのだというようなことも

伺っているのですけれども、そういう面以外に、徳島県においてこういう積極的な消費者行政あ

るいはそれに対する予算が付けられている背景というのがもしあれば、どういうところがあるの

かというのが、もしあれば教えていただきたいというのが１点目です。 

 もう一つが、最近はどこの自治体を見ても、やはり財政状況が厳しい中でなかなか消費者行政

に予算が充てられないという状況があるわけです。その中で、先ほどの話も出てきましたが特に

福祉部局などと連携しながら消費者行政を充実させていくという、そういう方向性というか戦略

というのも考えているという状況にあるわけです。その中で、非常に徳島県の場合は予算が充実

しているとなると、あまり積極的に連携を進めなくてもいいのかなというような、話を伺う前は

ちょっとイメージした部分もあったのですが、決してそうではなくて、積極的に進められる中で

市町村レベルあるいは県のレベルでの他部局との連携も積極的に行っているという話を伺って、

その取組の内容はよく分かりました。そのときに、やはり先ほどのお答えの中にもあった市町村

レベルで優先順位を上げてもらうためには、その施策の必要性などを非常に丁寧に何度も市町村

に伝えるというようなこともやっているそうですが、当然そのためには人的なコストもかかって

人を充てないといけないという意味でも、コストがかかるようなところだと思いますが、市町村

レベルでの連携であったり、消費者行政の優先順位を上げてもらうというような連携を進めても

らうために、予算付けをしないとなかなか進められないという、お金であったり人がいないとな

かなか進められないという部分や、あるいはそういうところが多少不足しても政策として連携な

どを進めやすいような分野というか、政策の内容というような、そういう切り分けというかそう

いうことがあり得るのかどうか、ちょっと中身はよく存じ上げないところがあるのですけれども、

そういうところがもしあればお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。 

○新川座長 お願いいたします。 

○徳島県勝間消費者くらし政策課長 ありがとうございます。 
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 今、伊集委員から２点御質問いただきました。 

 まず、徳島の財政の状況でございますけれども、確かに我々は恵まれていると、他の県からも

よく言われますけれども、予算の付き方とすればやはり非常に県の中の施策としての優先順位が

高いものですから、付きやすいという実情もあろうかと思います。ただ、その背景ということな

のですけれども、確かに消費者庁の徳島誘致という流れの中での話というのはあるのですけれど

も、実はこれまで諸先輩方が消費者行政に対して払ってきた業務に対する熱意、そういったもの

が、例えば地元の団体、それから地域のリーダー、そういったところに実は根付いている部分が

大きいというのが１つあるのかなと思います。例えば、地域の中で地域リーダーのような方々が、

やはり消費者行政のことが、今必要なのだよという声を上げていただくような雰囲気というのが、

実はここ10年以上かけて形成をされてきているというところが非常に大きいのかなと思っており

ます。 

 もう一点が、やはり消費者行政自体をフォローするような体制というのが、いわゆる挙県一致

と我々はよくいうのですけれども、いろいろな団体を巻き込んだ形で消費者行政を進めていこう

よというようなコンセンサスが、県の中で、それは行政だけではなくていわゆる民間団体、企業

団体も含めたような形で、実は推進していくような組織体というものを持っておりますので、そ

ういった外部から県民からの声というものがあるというのが、非常に大きい点なのかなと思って

いるところでございます。 

 次に、消費者行政の充実・連携の話でございますけれども、まさに優先順位を上げていくため

にということなのですけれども、先ほどいいましたとおり、徳島県は確かに予算的には恵まれて

いる部分があるのですけれども、私自身はやはり当然のことながら、毎年財政当局にはお話をし

なければいけませんし、その成果についても議会に対して説明をしていかなければいけないとい

う側面もございます。そういった観点からすれば、やはり消費者行政はこんなに重要なのだよ、

というようなことをしっかりとお伝えしていく責務があると思っているところでございます。そ

のためには、先ほどいいました消費者行政だけではなく、他の行政分野との連携、あるいは県で

ありますと他の県との連携、例えば他の県と一緒になってこういうふうに取組を進めていますと

いうのは、１つ説得力のある答えになっていくのだろうと。あるいは全国の消費者団体と一緒に

なって、こういう形で進めているというのも実は内部的には説得力のある方向になっているのか

なと思っているところでございます。市町村に対しましても同じように、やはり消費者行政につ

いて、県としては全県的に進めさせていただいておりますという状況をお伝えし、取組を進めて

もらう。その際に、具体的にどういったレベルで進めていけばいいのか、確かに高いレベルを求

めれば限りはないのですけれども、県民、市民に求められる部分として、ここらぐらいまでは少

なくともやってほしいというようなことを、まずお願いをしていくという点も必要なのかなと。

言葉が誤解を招くかも分かりませんけれども、最低限必要な部分というものをある程度しっかり

と市町村の側に伝える中で、施策を推進していただくという流れを作っていきたいと思っており

ます。 

 それと予算付けでございますけれども、他の行政分野と比較しますと、例えば道を造るとか橋
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を造るとかというハード事業と比べれば、消費者行政はほぼほぼソフト事業でございますので、

金額的には小さいというところがございます。特に、消費者教育とかあるいは啓発、そういった

部分については資材があれば、例えばパンフレットがあればできるという部分もあります。それ

も県が作ったもの、あるいは国民生活センターが作られたものというのを活用すれば、そういっ

た活動は、実はできていくという部分もあります。そういった工夫をお願いする中で、市町村に

取組を促すということもやっています。現に、例えば啓発活動するときに、県のセンターと市町

村のセンターが共同で同じものを作って啓発活動を行うというような取組も行っているところで

ございます。以上でございます。 

○新川座長 よろしいでしょうか。 

 八木委員から、どうぞ。 

○八木委員 八木でございます。 

 徳島県から世界を視野に入れた活動をされているというのが、非常に特徴的ですばらしいなと

思いました。国際会合をやられたときの学び、気付き、あるいはそれが県の中で何か具体的なア

クションにつながっているのかというのが１つ目の質問です。 

 また、徳島から発信をされたことが、世界に何か影響を与えたような事例があるのかというの

があれば教えてください。 

○新川座長 いかがでしょうか。 

○徳島県勝間消費者くらし政策課長 八木委員から今、世界への発信ということでお話をいただ

いたところでございます。 

 まず、気付きという部分でございますけれども、やはり実際に我々も国際会合に参加をさせて

いただいたのですけれども、やはり今問題になっているのが、新しいデジタル時代において例え

ばプラットホームでの使い方でありますとか、あるいはウェブ上のトラップみたいな罠みたいな

ものですね、そういった課題があるということを、お互いの国が事例として紹介をされたという

ことでございます。そういうのを見ると、やはり日本も諸外国もそういったデジタルという面に

関しては、あまり違いがないのではないのかなと感じたところでもあります。その中で何が必要

かというと、やはり消費者教育ということで、例えば子供たちあるいは社会人に対して、どうい

うふうに消費者教育を行っていけばいいのかというようなことが課題となって結び付いていって

いるのではないかなと思っているところでございます。実際他の国の事例も、県のほうで集約さ

せていただいておりますし、あるいは実は国際消費者機構さんのほうのSNSなどに、徳島のSDGsの

取組紹介というようなことも行っていただいておりますし、フォーラムに参加がスムーズになる

ように、アメリカとかフィリピンとかイギリスとかオーストラリアそういった方々に、これも消

費者団体の方々との連携もあるのですけれども実はつながりながら、実は最新情報も情報交換を

させていただいているというようなこともやっているところでございます。県としては、去年９

月、本当に消費者庁さんも初めてということだったと思うのですけれども、初めて国際会合をや

ったと。そこの中でいろいろな気付きもあり、はっきりいえば戸惑い、こういう世界が次の時代

にやってくるのかという思いもあります。そういうものをしっかりと受け止める中で、それを、
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我々地方自治体でございますから、地方の側もしっかりと受け止めて、徳島という部分をＰＲす

るという意味合いでも、全国へ世界へという流れをしっかりと作っていきたいと思っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○新川座長 よろしいでしょうか。 

○八木委員 はい。 

○新川座長 それでは、山田委員お願いいたします。 

○山田委員 よろしくお願いいたします。 

 徳島の試み、エシカル消費とか非常に先進的な取組をされていることに対して、心から敬意を

表したいと思います。 

 ただ１点、ちょっと説明を聞いていて非常に分かりにくかった点があります。何かといいます

と、県と市町村の役割、立場の違いというのをどう位置付けているのかということです。徳島県

が消費者行政に非常に先進的に取り組まれ、高度化すればするほど市町村というものがうまく着

いていけるのかどうか。つまり徳島の場合も、今非常に高齢化が進んでいて人口減少が進んでい

く。そうした中で市町村の置かれている立場というのは、どんどんマルチなものとして、一人一

人の職員が様々な仕事に柔軟に対応していかなければならないのではないかなと思っております。

つまり、広域行政としての徳島消費者行政と、それから住民密着行政としての市町村の消費者行

政の位置付けをどうされているのだろうかというところを１点お聞きしたい。特に、先ほどの優

先順位の問題がありましたけれども、私はちょっと意見が違っておりまして、優先順位というの

はそのときの状況に応じて大変変化をするわけです。例えば、見守りネットワーク、そうしたも

のが市町村にあった場合、今、一番見守りネットワークが動かなければならないのは、多分保健

衛生でしょう、間違いなく。高齢者の皆さんの健康状況はどうか、これを見るのが多分見守りネ

ットワークの今の優先順位のわけです。問題なのは、そうではあっても消費者行政という非常に

重要なものについて、基礎的な部分をどうやってきちんと確保しておいて、そして市町村の現場

において優先順位を高めなければならない問題が起きたときに、どれだけそれに対して専門的に

柔軟に対応できる体制、システムを作るのかが、私は必要なような気がするのです。そういった

面では、消費者行政の優先順位を上げることがいつも正しいということには、フラットで見たら

ならないのではないかなと思います。その点について、消費者行政についての都道府県の役割立

場と、市町村の役割立場をどういうふうに考えていらっしゃるのかを、ちょっとお教えいただけ

ればありがたいと思います。 

○新川座長 いかがでしょうか。 

○徳島県勝間消費者くらし政策課長 今、御質問いただいた点でございます。 

 まさに我々が日々感じているところでございます。県、それと市町村、やはりこれは対等の関

係で、県が指揮命令というような形ではなくて、一緒になって作り上げていくものだと思ってお

ります。ただ、県は、今申しました県域を含めた広域自治体として、やはり県全体をどういう方

向性に導いていくのかという責任はあろうかと思います。その中で我々は、消費者行政の所管部
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局でございますので、消費者行政というものをどういう形に持っていくのかというお話をさせて

いただいているというところでございます。その中で、市町村は、実際にそれが自分たちの市民

なり住民の方々の生活にどういうふうに密接に関連しているのかということを、再度検討されて

いるのだろうと思っております。我々とすれば、実際に見守りネットワークを作れば、例えば現

に発生しているこういった問題に対しては対応できるのではないか。例えば、認知がかかってい

るような方の消費者被害の防止でありますとか、あるいは日頃接点がない方への見守り活動であ

りますとか、そういうものができるのではないのかなというような形で御提案をさせていただい

て、それだったら一緒になってやっていけるのではないでしょうかという話をさせていただいて

いるというところでございます。おっしゃるように市町村の側のリソースというのは限られてお

ります。そうであれば、できるだけ既存のリソース、例えば会議でありますとか、そういう運営

体、そういったものの活用も同時に図っていこうと思っているところでございます。実際、市町

村に下りていきますと、地域で活動されているキーマンというのは、どの行政分野をたどってい

っても実はそんなに、この分野もこの分野もキーマンはこの人、というようなことが結構ござい

ますので、その人にまた更に負担をかけるのかみたいな話も大分言われたりもするのですけれど

も、いやそれは今やっていることをこういう切り口でやっていただければ対応可能なのですよ、

というような説明を県としては丁寧にやっているというような状況でございます。それで優先順

位の話でございますけれども、確かにその時期時期に応じて市町村全体の中での施策の優先順位

というものは変更されていくのだろうと思っているところでございます。ただ、やはり我々とす

れば、消費者行政というのは消費者行政だけで室や課を形成しているような市町村というのはあ

りませんので、やはりその中で今までの施策の順位よりかは少しでもそれを上げていただきたい

というような気持ちをお伝えし、そのための材料を県から市町村のほうへ提供させていただいて

いるという状況でございます。その中で、見守りネットワークは、確かにおっしゃられるように、

健康面の見守りというのが優先される、それも福祉の分野からも大分話をお聞きしたところでご

ざいますけれども、そこの中で、もし実際に健康の見守りに入ったときに消費者被害を見付けて

しまったら、では誰がどういうような形で対応していきますか、みたいな話をしていくと、やは

り要るのかなというような感想を持って、実際にそういった取組をしていただいている、例えば

ケアマネさんとか、そういうものも徐々にですけれども増えてきているという状況でございます。 

 決して優先順位を、例えば徳島県のようにかなり高いところに持っていくというのではなくて、

少しでも現状よりもアップさせる、そういったことを我々としては市町村にお願いをさせていた

だいている。それもできるだけ市町村のほうの御負担というものも十分考えながら提案もさせて

いただいているというところでございます。 

 以上です。 

○新川座長 よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○山田委員 やはり徳島県の特徴は危機管理部に消費者行政を置いているということで、生活の

安心・安全というものを重要視した観点の中に消費者行政というものの位置付けをしっかり明確
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にしているのが、私は非常にいいのではないかなと思います。その点でいくと、市町村における

危機管理、市町村における様々な問題に対する対応を、これは生活に密着している市町村ですか

ら、そことの融和性融合性というものを十分に考えてやっていかれると、更にこれから徳島の消

費者行政というのは進化をされるのではないかなと期待をしているところであります。 

○新川座長 ありがとうございました。 

 ちょっと時間を過ごしてしまいましたが、その他どうしてもということがあれば、よろしいで

しょうか。 

 徳島県さんからは、本当にたくさんの熱心なお取組のお話をいただきました。特に、質疑の中

では、県と市町村の消費者行政の在り方、更には住民あるいは地域の様々な団体を含めた、これ

からの地方消費者行政の姿について、貴重な御示唆をたくさんいただいたかと思っております。

とりわけその中でも、消費生活センターあるいはそこでの相談員の在り方、これらにつきまして、

私たちも大いに参考にさせていただくところがあったのではないかと思っております。 

 なお、今日は、あまり大きな広範の議論にはなりませんでしたけれども、これからの消費者行

政を考えていく上で、府県間の連携あるいは国・府県・市町村を通じた、これからの地方消費者

行政の在り方についても貴重な御示唆をいただいたところでございますが、ちょっと時間も過ご

してしまいましたので、徳島県の皆様方の話につきましては以上にさせていただきます。 

 どうも御協力ありがとうございました。 

○徳島県勝間消費者くらし政策課長 どうもありがとうございました。 

○新川座長 それでは、徳島県庁からのテレビ参加につきましては、以上にさせていただきまし

て、引き続きまして、ヒアリングのほうを続けさせていただきたいと思います。御準備のほうを、

よろしくお願いいたします。 

（徳島県退席） 

（国民生活センター着席） 

○新川座長 それでは、引き続きまして、独立行政法人国民生活センターの皆様方からお話を伺

いしたいと思います。 

 国民生活センターは、もう今さらということもございますけれども、我が国の消費者行政の中

核的な実施機関ということで、全国の各地の消費生活センター等と連携協力をしていただき、地

方消費者行政の充実にも熱心に取り組んでいただいているところでございます。 

 私どものテーマとしております、20年後の地方消費者行政、人口減少あるいは地域社会の衰退

や、経済的な停滞といったようなことを考えていったときに、本当にこれからの消費者問題に対

応していく、その面での自治体職員あるいは消費生活相談員の方々の能力向上や、あるいは資格

取得の推進、これらを通じた消費者行政の専門性の高度化、こういったようなところは、本当に

大きな意義があろうかとう思っておりますし、また、それに併せて、PIO-NETの充実や活用、これ

も大きな支えになっていくのではないかとも考えております。こうした観点から、本日は、国民

生活センターの皆様方から、研修事業、相談員資格事業、PIO-NET事業に関する取組について、お

話をお伺いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 本日は、国民生活センター理事の丸山様、それから情報管理部長の河岡様、そして教育研修部

長の青木様にお越しをいただいてございます。 

 国民生活センターの皆様、本日はお忙しいところ、いろいろと諸事多難なことも多々ございま

すけれどもお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 

 それでは、恐縮ですが、20分から30分程度で御説明を最初にお願いをし、その後また、委員と

の質疑応答を40分程度ですが時間をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、御説明方、よろしくお願いをいたします。 

○国民生活センター丸山理事 御紹介に預かりました国民生活センターの理事を務めております、

丸山と申します。 

 私のほうから、まず資料に基づきまして、事前に事務局のほうからお話のありました研修事業、

相談員資格事業、それからPIO-NET事業につきまして、概略、御説明をさせていただきます。 

 恐縮ですけれども２ページ目「１．研修事業」の消費者行政職員、消費生活相談員に対する研

修の目的と手法というところを御覧になっていただければと思います。 

 国民生活センターは研修事業を大変重要視しております。対象といたしましては、自治体の消

費者行政職員、それから消費生活センターのほうで相談業務に当たっている相談員、それ以外に

も教員向け、それからサポーター向けということで、多岐に向けて研修事業を行っております。

研修事業について中身を御存じではない委員の方もいらっしゃるかと思いますので、こちらのほ

うのポイントについてまず説明をさせていただきます。 

 具体的には下のほう、まず消費者行政職員研修ですけれども、こちらのほうにつきましては自

治体の消費者行政職員の方、着任された方で、まだまだ消費者行政についての基礎知識が少ない

という方も多数いらっしゃるということですので、こういった方々に基礎知識を学ぶ場という形

で用意をさせていただいています。消費生活相談業務以外にも、例えば消費者教育、それから見

守りネットワーク等の必要性についても学んでいただければということで研修の場を用意してお

ります。それから、相談員向け研修ということですけれども、こちらのほうにつきましては主と

して専門・事例講座ということで、ケーススタディを中心といたしました事例検討ということを

私どもは重視をして行っております。具体的には、我々のほうで相模原のほうで研修施設がござ

いますけれども、こちらのほうで少人数で討議をしていただいて、具体的な事案に対する対応に

ついて議論を深めていただいて、柔軟な形で相談に対応していただく、ということを主眼にして

おります。研修のテーマにつきましては、情報通信サービスとか、キャッシュレス決済、それか

ら金融・保険等々ということで、多岐にわたるテーマを用意させていただいてございます。 

 それから、遠隔研修も実施をしています。相模原に来られないという方についてのお声も多数

寄せられているということですので、こちらのほうにつきましては、国民生活センターにおきま

して、必要な知識、法改正等について、映像コンテンツ化ということで、消費生活センターに対

してインターネット配信ということで行っております。今年度につきましては12本ということで

配信数を用意させていただいておりまして、1,000か所、5,700名程度ということで、延べの受講
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者数ということで、受講していただいているということでございます。具体的には、下のほうで

すけれども、こちらのほうでアカウントを御用意してございますので、そのアカウントをパソコ

ンに入力していただいて、基本的にはどの場所のところでも受講可能という形になっているとい

うことでございます。 

 次のページでございます。 

 こちらのほうは来年度についての研修事業についての見取り図ということで用意させていただ

いてございます。今、お話をさせていただきましたように、国民生活センターにおいては、相模

原のほうで研修施設がございますので、こちらにて従来から中心になって、研修事業ということ

で展開しておりましたが、消費者庁による地方消費者キャラバンにおいて、地方での研修の機会

の拡充ということで、自治体のほうからもお声が大きかったということでお伺いしておりますの

で、来年度につきましては、地方開催の回数につきまして大幅に拡充ということで、33回から59

回ということで拡充をしておるということでございます。相模原と地方との住み分けということ

では、相模原につきましては先ほど来申し上げていますように、グループ討議等を中心とした実

践的な知識、技能の習得ということを主眼といたしまして、参加者間の交流ということも副次的

な形で実現できればということで期待している一方、地方開催のほうにつきましては、なるべく

地元に近いところでということで御用意をさせていただいているということでございます。地方

での相談員向けの研修につきましては、回数を拡充ということで20回から35回ということで考え

ておりますけれども、それに加えまして消費者行政の職員向けの研修につきましても、地方での

場ということで新設をさせていただきました。こちらのほうにつきましては、ブロック単位で、

７か所ほど新規に実施をするということを考えてございます。 

 それから、徳島県につきましても引き続き実施をさせていただきます。これからはニーズの高

い研修、徳島の特徴生かした研修というような形で、なるべく特化するような形でこういったも

のについて展開をしていきたいということで考えてございます。 

 それから、下の遠隔研修、インターネット配信につきましても、コンテンツにつきましては12

本配信ということで、今年度は維持をしておりますけれども、中身につきましては下のほう、赤

のほうで書かれておりますように、拡充ということで行政職員向けのコンテンツについて、これ

を３本程度という形で用意させていただければということで考えているということでございます。 

 続きまして、相談員資格事業ということで御説明をさせていただきます。 

 まず、６ページのところで、いわゆる消費生活相談員資格ということについて触れさせていた

だいてございます。こちらのほうは、2016年度から資格試験ということで実施しておりますが、

これは2014年に消費者安全法が改正されまして、いわゆる消費生活センター等に消費生活相談員

を置くということが決められるとともに、消費生活相談員は「消費生活相談員資格試験」に合格

した者、それからこれと同等以上の専門的知識、技術を有すると都道府県知事または市町村長が

認めた者から任用されることということになりました。これを受けまして、2016年４月からセン

ターにおきましては、内閣総理大臣による登録試験機関ということで受けまして、国家資格とい

うことで試験の実施を行っているということでございます。 
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 他方、国民生活センターは、独自に1991年度から、「消費生活専門相談員資格」認定事業とい

うことで行ってございます。こちらのほうについても継続をして実施をするということで、国家

資格である「消費生活相談員資格」とともに、「消費生活専門相談員資格」というものを同時に

付与しているということでございます。上の国家資格について更新制が採られていないのに対し

て、この専門相談員資格につきましては５年ごとの更新制ということで行っておりまして、この

更新のときに、いわゆる資格更新講座の受講をお願いして、知識のリフレッシュということでの

機会を提供させていただいているということでございます。下のほうにつきましては、試験につ

きまして、１次試験、２次試験ということで、仕組みにつきまして記してございます。 

 それから、試験の実施状況でございます。まず、１次試験、２次試験ということで、箇所数に

つきましては、１次試験につきましては、20か所ということになってございます。こちらは、下

のほうの中期目標というところを御覧になっていただきたいのですけれども、相談員の資格保有

者の地域偏在の解消を図るという観点から、意向調査を実施した上で、資格の保有者数、それか

ら地域バランスを考慮した上で、20か所以上で実施、ということになってございます。そのうち

５か所以上につきましては、会場を地域偏在の解消を図るという観点から設置をしておりまして、

今年度につきましては、左のほうの日本地図で記したようなところで実施させていただいており

ます。２次試験につきましては、12月に５か所ということですけれども、北海道と東京、愛知県

等々、主として大都市のところで実施をしているということでございます。 

 次のページでございます。これは、現在の資格の保有者についての都道府県別の状況というこ

とを示してございます。 

 左のほうが、国家資格のほうの「消費生活相談員資格」ということについての合格者数の累計。

右のほうにつきましては、1991年度から実施しております、私どもセンターのほうで実施をして

おりました、「消費生活専門相談員資格」の認定者数の累計ということになってございます。下

のほうですけれども、合計のところを見ていただきますと、国家資格のほうにつきましても徐々

に合格者数というのが増えまして、直近では1,900名程度ということになっているということで

ございます。 

 ９ページ目、これは、資格試験の実施状況ということでございます。 

 2016年度から国家資格化となりましたが、それ以前の左のほうについては、専門相談員資格の

試験についての状況ということになってございます。2016年度につきましては、国家資格化とい

うことで、いわゆる「取り直し」ということで、受験者数、合格者数ということで、かなり多う

ございましたけれども、2018年度からは若干合格者数については下がり気味ということになって

おりましたが、直近の19年度については、若干増加をしたということでございます。 

 次の10ページ目でございます。 

 専門相談員資格の保有者向けのサービスということで、私ども相談員への就職支援活動への支

援業務ということで、地方公共団体等からの照会を受けまして、あらかじめ了解を得ていらっし

ゃる保留者の方に対して情報を提供しております。具体的には、例えば、人材情報提供サービス

ということで、左のほうで書かれておりますけれども、資格認定者の中から、地域に居住してい
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る方を検索いたしまして、地方自治体の方への情報提供をしているということで行ってございま

す。毎年、50件から70件程度ということで実施をしているということです。右のほうでございま

すけれども、これは、自治体のほうから募集がある、相談員についての募集状況について、ホー

ムページで掲載をしているということで、300件弱程度、毎年行っているということ。上のほうの

（３）ですけれども、消費生活相談員の人材バンクということで設置をしていらっしゃる、徳島

県さんをはじめとした自治体を紹介するコーナーを設けて、人材バンクの周知の向上を図ってい

るということも行ってございます。 

 次がPIO-NET事業ということで御説明させていただきます。 

 まず、PIO-NETの概略でございます。これは、既に御存じの方もいらっしゃるかもしれませんけ

れども、念のため申し上げます。いわゆる、各地の消費生活センターのほうから、相談を受け付

けた消費者の方からの情報につきまして、ネットワークシステムを通じて情報蓄積、各地の消費

生活センターを結んだ形でシステムを運用しているということでございます。こちらのほうの効

果ということで、上のほうの赤のところの①という形で書かれているところを御覧になっていた

だけますでしょうか。まず、地元の消費生活センターにおきましては、こうした蓄積されたPIO-

NETの情報を基に、相談処理に類似の事例等を参照しながら活用できるという利点があるという

こと。それから、右下の②のところですけれども、いわゆる相談情報について、国等の消費者政

策に係る企画立案、法執行のところに活用ができるということ。それから③のところ、私ども国

民生活センターをはじめ、各種の消費生活センターのほうでもこの情報を基に、消費者への注意

喚起というもので活用できるということでございます。左のところでございますけれども、消費

生活相談、吹き出しのところ御覧になっていただければと思います。消費生活相談情報につきま

しては、相談の記録ということで、情報の所有ということにつきましては、あくまでも相談を受

け付けた自治体にあるということでございます。PIO-NETデータにつきましては、全国の自治体の

協力により収集されております。他方、こういう形で運用しているということですので、後ほど

説明させていただきますが、システムの刷新、それから運用の変更ということにつきましては、

自治体との間の合意形成が必要ということが不可欠ということになっているということです。 

 続きまして、13ページを御覧になっていただけますでしょうか。 

 PIO-NETにつきましては、現在５年ごとに刷新ということで行ってございます。2020年度中に現

在のPIO-NET2015のリース期間が終了ということになりますので、次期のPIO-NETを見据えまして、

センター内に、刷新検討会という形で外部有識者も交え検討会という形で設置をさせていただき

ました。具体的には、下のほうに書いてありますように５回程度会合を開きまして、参加者とい

たしまして、自治体の関係者、行政職員の方、相談員の方、それからシステムの専門家、AIの専

門家を交えて実施をしたということです。この検討会では、消費生活センターの意向というもの

を確認するためのアンケート調査ですとか、現場における相談現場についてのヒアリング、それ

から、現行業務・システムについての分析結果等も併せて検討した上で、次期及び将来のPIO-NET

のあり方について報告書をまとめたところでございます。 

具体的な報告書の中身、概要でございますけれども、次の14ページのところに記させていただ
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いてございます。 

 基本的な方針といたしまして、消費生活相談業務、それから消費生活相談の情報の収集・分析・

提供のところの充実を図るということは大前提でございますが、行政全体のコスト負担を減少さ

せていくということで、必要となるシステムの基本方針を策定するための検討を行い、優先的に

取り組む事項ということを打ち出させていただきました。下の方ですけれども、ABCということで

記させていただいておりまして、優先順位が分かるような形で取りまとめをさせていただいてご

ざいます。こちらのほう、中身のほうは省略させていただきますけれども、説明の関係上、網掛

けのところについて、次ページ以降、説明を重点的にさせていただきます。 

 15ページのところを御覧になっていただけますでしょうか。 

 こちらのほうの入力軽減、でございますけれども、いわゆる法人についての名寄せという形で

言われているものでございます。現状、相談員のほうで消費者の方からの聞き取りベースで様々

な表記で事業者名についても入力がなされているわけですけれども、事後に分析をするときに、

表記の揺れがございますと分析がなかなか効率的に行いにくいということがございますので、あ

らかじめこういった事業者名についてデータベース化をした上で、相談員にはそこから選択をし

ていただくという形で表記の揺れを防ぎ、事後的な形で分析をしやすいという形でさせていただ

いているものでございます。こちらのほうについては、入力負担についての軽減の観点から、次

期のシステムの刷新で実現をしたいということで考えているものでございます。 

 続きまして16ページ、これも入力負担の軽減ということでございますけれども、いわゆる内容

キーワードについて、AI技術等を活用した上で、入力についての負荷の低減ということ、それか

ら業務の効率化ということを図れれば、ということで考えてございます。 

 具体的には下の右のほうのところの四角囲みのほうで、内容等キーワードの例ということで記

させていただいてございます。例えば、あなたは選ばれたというようなことで、電話で呼び出さ

れて喫茶店で会ったところ、商品をしつこく勧められて契約してしまったというようなことにつ

いて、相談員に対してキーワードの候補ということで、例えば下のアポイントメントセールス、

当選商法、強引という形でそれを明示化した上で、適切なものを選択した上で、キーワード付与

ということについて効率化を図れれば、ということで考えてございます。現状では、マニュアル

を参照しながら、そういったキーワード等を付与するということもありますので、それをできる

だけ省力化するということで、登録日数の短縮化ですとか、相談情報についての迅速な共有とい

うようなことで、貢献できるのではないかということで考えてございます。なお、内容等キーワ

ードにつきましては、まずは実証実験という形で、実現可能性について確度を高めつつ、具体的

な運用という形でつなげていきたいということで考えてございます。 

 最後でございます。 

 相談方法（チャネル）の多様化ということでございますけれども、いわゆるチャットボットを

利用した消費者への情報提供ということについて企画をしてございます。具体的には、PIO-NETに

ついて蓄積された情報を活用して、消費者が自己解決できるような情報提供を行う、AI技術を活

用したチャットボット対話形式という形で、情報提供するというようなことを考えています。こ
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れは主として、なかなか電話での相談というような形でこちらのほうにお申し出していただけな

いような状況にある若年層について、気軽に相談できる環境を提供したいということも考えてい

るものでございます。具体的には、下のほうで書かれているようなイメージのものについて、御

提供させていただくことを考えているということでございますが、こちらのほうについても、や

はり本格運用の前に、実証実験というものを踏まえた上で、きちんとした形で運用させていただ

ければと考えているということでございます。 

 まずは、国民生活センターの取組について御説明をさせていただきました。以上です。 

○新川座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、国民生活センターのほうから、私どもが重要なテーマとしております、研修事業、

そして相談員資格事業、それからPIO-NET事業の現状と、それから特にPIO-NET事業につきまして

は、今後に向けての新たなシステムの導入や、そこでの課題等についてお話をいただきました。 

 各委員から御質問等をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 どうぞ、池本委員、よろしくお願いします。 

○池本委員 池本でございます。御説明ありがとうございました。 

 国民生活センターは、まさに我が国の消費者行政の人材や情報の中核として、本当に努力して

おられるし、課題が次々出てくるごとに、それに対応しておられるというのは大変だろうと思い

ます。 

 特に、２点質問したいことがあります。 

 まず、第１点は、４ページの研修事業に関連してですが、地方の相談員あるいは職員、特に職

員の場合は、現場を離れて相模原まで行って、例えば２日とか、じっくりとやるというふうには、

なかなか時間が取れないので、地方開催の声が非常にニーズが高いというのは以前から聞いてお

りました。この地方開催が、相談員、職員向けが33回だったのが59回と大幅に増えて、おそらく

職員の皆さんは大変ではないかと思うのですが、特に私がここで期待しているのが、職員研修の

ことであります。 

 従来相談員研修は、回数も含めて非常に充実していましたが、職員研修というのがどうしても

なかなか広がらなくて、そのために、全国の消費者行政の職員が、何をすればいいのか、あるい

は職員の資質をどうやって向上するのかというのが、ずっと課題だったのですが、消費者庁も次

期の１つの課題として、職員の研修受講８割を目標にすると掲げております。そうすると、国民

生活センターで、まず、何をどのくらい学ぶ必要があるのかというまさに模範演技をしっかりと

作って、できるだけ各地で広げていただく必要があるのですが、それだけでは職員の８割をカバ

ーすることはもちろんできないことになります。質問したいのは、その先の取組はこれは国民生

活センターとしてできることなのか、あるいは消費者庁がもっと何か施策をプラスする必要があ

るのかということですが、各都道府県でも、国民生活センターがやる水準にできるだけ近づけて

しっかりとした市町村の職員向けの研修をやってもらいたいと思うのです。そこに向けた中身作

り、あるいは教材あるいは講師体制とか、こういうものを準備していくというのは、これは国民

生活センターで何か検討されているのか、あるいは消費者庁にそこは頑張ってもらう必要がある
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ということなのか、その辺りについてが、まず１点であります。 

 ２点目は、消費生活相談員の資格試験のことであります。これは、９ページの実施状況に関連

しての質問であります。2016年度から新資格試験で、受験者数も大幅に増えておりますが、ただ、

これは現職の旧３資格の保有者が新しい国家資格を受けると、５年以内に受けてくださいという、

そのためにどんと増えて、例えば合格者数が2016年は735人ですが新規の人は303人で、そうする

と430人くらいは従来の現職相談員が合格していると。それが、このところ一段落してきていて、

だんだん270とか325とかだんだん落ち着きがあって、もう１年ぐらいで収まって行くと思うので

すが、心配なのがそれを除く新規の合格者数というのが、2018年が158、2019年が225となると、

以前の数字とあまり変わらない数字になっているのです。もともと国家資格化することによって

消費生活相談員というものの社会的な存在感を社会に大いにアピールしてこれを目指す人を増や

す、受験者も増え、そして新規の人の合格者も増えていく、それが各都道府県、市町村の質の高

い相談員を供給するということだったのですが、なかなかここが十分できていない。受験者を増

やしあるいは新規の合格者を増やすために、これは国民生活センターとして何かこういう取組と

セットで増やしていくということなのか、あるいはこれも消費者庁の側で何かこういうことを検

討してほしいというのがあるのかどうか。 

 以上２点、お伺いしたいと思います。 

○新川座長 よろしくお願いします。 

○国民生活センター丸山理事 御質問ありがとうございます。 

 まず、消費者行政職員向けの研修ということでございますけれども、来年度予定につきまして

は、いわゆる消費者行政職員研修ということにつきまして、国民生活センターが企画立案するタ

イプのものは、共催先である都道府県の協力を得た上で７回実施という形になっております。そ

れ以外に下のほうですけれども、ピンポイントで国民生活センターが都道府県等で御用意してお

やりいただいている研修のメニューの中のところで講師を派遣するというような形のタイプのも

のについての消費者行政職員研修支援コースというものを新設いたしまして、これは２回ほど実

施をするということで、準備をしてございます。その上で例えばテキストですとか、講座の中身

についてどのように充実をさせていただくのかということにつきましては、まずは来年度につい

て、ある程度のものについて御準備をさせていただいて、受講者の方の反応、それから受講率と

いったものについて、それを踏まえた上で次年度について更にどういう形の方策があり得るのか

ということについて、少し探っていきたいということで考えています。来年度についてきちんと

準備をさせていただいた上で、受講率をアップさせていただくということが重要だと思っており

ます。その点は、都道府県のほうの御協力が不可欠だということで思っておりますけれども、そ

ういった支援を得た上で実現していきたいということで考えてございます。 

 それから、資格試験のほうでございますけれども、新規のほうの資格取得者のところにつきま

して、伸びていないのではないか、ということでお話があるのかと思いますけれども、こちらの

ほうについても、我々のほうは新規の資格取得者の獲得ということで、新しく参加をしていただ

く受験者層を拡大したいということで、例えばハローワークですとか、それから大学、企業のほ
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うで、お客様相談のようなことで担当されています、ACAPさんといったようなところの関係機関、

関係個所のところに、まずはこちらのほうの資格試験についてアナウンスをさせていただいた上

で、新規のほうの資格取得者ということについて拡大をさせていただければと考えてございます。

それから、来年度の受験申込書において、この試験の存在をどこで知ったかについて伺い、それ

を分析した上で、更にどういった形で取得者の拡大というのがあり得るのかということについて

の方策についても検討したいと考えてございます。 

○新川座長 いかがでしょうか。 

 どうぞ西田委員、お願いします。 

○西田委員 御説明ありがとうございました。 

 遠隔研修についてお伺いしたいなと思ったのですけれども、これは12本ぐらいの配信をしてい

るという部分ですけれども、これは今までに作られたものの種類が12種類あるという感じですか

ね。どんな内容になっていますでしょうか。 

○新川座長 お願いします。 

○国民生活センター青木教育研修部長 研修部長の青木でございます。 

 この12本は、毎年新しいものを独自に作っておりまして、それを毎年配信しておりまして、過

去のものについても今後活用は考えているのですけれども、一応毎年12本、新しいものを作って、

配信しているという形をとっております。 

○西田委員 その12本は、受講したい人が自由に３番目と４番目を見たいと、そういう感じで選

択できるようになっていますか。 

○国民生活センター青木教育研修部長 はい。我々が用意している特定のサイトにアクセスして

いただきまして、その中で12本がパッとリストが出てきますので、そこからお好きなものを選ん

でいただいて、それぞれのコンテンツは大体90分前後になっておりますけれども、一気に90分御

覧いただくのは大変なので、なるべくチャプター分けをしまして小分けで空いている時間などに

学んでいただけるような形で工夫をしているところでございます。 

○西田委員 ありがとうございました。 

 地方でヒアリングをしたときに、なかなか相模原まで行くのが大変なので、そういう配信があ

るといいなということを言われていて、そのときの印象だとあまりそういう配信サービスがない

ような感じの言いぶりだったのであまりされていないのかなと思ったのですが、現状でもそうい

うサービスが利用可能になっているということですね。 

○国民生活センター青木教育研修部長 先ほど理事のほうからも申し上げましたけれども、配信

箇所数でいうと大体1,000か所ということでございますので、ほぼ全国の自治体のところについ

ては網羅できているのかなということで、一応配信を御希望されるところについては、お申し込

みをいただいてこちらからアカウントを発行させていただいておりますけれども、1,000か所で

すので、大体1,700ぐらい自治体がございますけれども、消費生活センターなどを設けていない小

さいところもありますので、1,000か所ということですので、御希望いただいているところについ

ては配信を見ることができる体制にはなっております。 
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○西田委員 ありがとうございました。 

 それは、1,000か所でIDを発行して、そのIDがもらえると、基本的には、IDを取得した場所にあ

るパソコンであればどこからでもアクセスができるようなイメージでしょうか。 

○国民生活センター青木教育研修部長 役所の中のパソコンでも大丈夫ですし、御自宅のパソコ

ンなどでも大丈夫ということで、１つのセンターに１つのIDを差し上げていて多重ログインがで

きるような形にはなっているので、勤務時間中、勤務時間外に見るかどうかというのは、それぞ

れの皆さんにお任せはしていますけれども、基本的にはどのパソコンでもアクセスしていただく

ことができます。あと、スマートフォンなどでも見ることができます。 

○西田委員 そういう意味では、以前に自治体に対するヒアリングでお聞きしたときには、オン

ライン講座のことを知らない方もおられました。 

○清水委員 名古屋市の場合ですと、月に１回遠隔研修時間を取っていまして、相談員の質の向

上のために、表で実施状況を管理しておりチェックしています。 

 センターの了解のもと、スマホに入れて、通勤時に聞いています。規模の大きな消費生活セン

ターは徹底されているのですけれども、小さなセンターですとできているところとできないとこ

ろとあるようです。遠隔研修が始まり５年ぐらいになるかと思いますが、現場では非常にありが

たく利用させてもらっています。 

○西田委員 ありがとうございました。 

 今、毎年12本新たに作っていくということなのですけれども、これは今後の課題というか、こ

ういう分野の要望があるとか、そういうのはございますか。 

○国民生活センター青木教育研修部長 一応配信の業者さんとの契約の関係もありまして、あと

講師をお願いしている先生との関係もあって、これまではコンテンツの持ち越しというのをやっ

ていなかったのですけれども、今回から複数年契約ということで、過去に配信したものも、内容

的に古くなっていないものについてはまた配信するというようなことも検討しておりまして、あ

と、どんなテーマを取り上げてほしいかにつきましても、ニーズ調査などもやっておりますのと、

あと、全部見ていただくと最後にアンケートの画面が出て参りまして、そこで習熟度なども確認

すると同時にいろいろな御要望等も吸い上げられるような仕組みになっておりますので、そうい

ったところで改善を重ねていくということでやっております。 

○西田委員 ありがとうございました。 

 複数年度ができるのは、大変いいのではないかなと思います。 

 もう一点なのですけれども、今度はPIO-NETなのですけれども、これは非常に大事な日本の財産

ではないかと思っていますけれども、今刷新検討会で取り組む項目の優先順位を付けてされてい

るということですけれども、今後も継続的に改善をしていく必要があるかなと感じています。 

 今優先順位がAになっているのは、これは具体的に改善が今進められつつあるということかな

と思うのですけれども、中には改善方針の２番で蓄積されたデータの高度活用という項目が書い

てあって、その説明に、過去のデータから傾向を分析して類似案件を抽出するというようなこと

が書いてあります。これは非常に今後大事なのだろうと個人的には思うのですけれども、優先順
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位がCになっていて、近々には実施しない項目と整理されているかもしれませんが、こういうのは

長期的改善を持続的にしていくというような計画になっている感じでしょうか。 

○新川座長 お願いいたします。 

○国民生活センター丸山理事 御質問ありがとうございます。 

 刷新検討会のところで優先順位を付けてということですけれども、こちらのほうについては、

現場のほうでニーズが高いですとか、技術動向踏まえてとりあえずのものという形でさせていた

だいたところがございます。それから、やはり一番大きなものとしては予算がございます。限ら

れた予算の中で、何を優先順位を付けて実現をしていくのかということで考えていったときに、

先ほど御説明をさせていただきました名寄せですとか、キーワード付与ですとか、チャットボッ

ト、こういったものについて早急に取り組まなければいけない案件だろうということで、実証実

験を含めてやらせていただいくわけでございますけれども、今回委員の御指摘がございました蓄

積されたデータ高度活用、これはイメージとしては相談員向けの支援としてのチャットボットと

いうものについて、どうだろうかということで考えているということでございますけれども、こ

ちらのほうにつきましては、まずは対消費者のほうのチャットボットというのを実現していくの

が優先であろうということで、今回の刷新のところではなかなか難しいかなということで考えて

ございますけれども、将来的には５年後については、もし予算状況等を許すのであれば、できる

限り実現していきたいと考えているところでございます。 

○西田委員 ありがとうございました。 

○新川座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、八木委員、お願いします。 

○八木委員 ありがとうございます。 

 今の西田委員と重なるところも結構あるのですが、インターネット配信されている研修という

のは、90分ですと、やはり長い感じを受けます。最近の事例だと、マイクロラーニングという手

法で、３分とか５分に細切れにして、通勤上でも学べる内容にできれば、特に若い人たちはそう

いう学びというのになれているので、よろしいのではないかなと思いました。 

 更には、単純に一方的にシステムから学ぶだけではなくて、５、６人の人たちが集まって、提

供されたマテリアルを使いながらオンラインでインタラクティブに議論をしながら学べるような

ことができれば、もっと盛り上がった形で学びの多いものができるのではないかと思いました。 

 もう一つは、チャットボット、AIなのですが、是非おやりになるといいと私も思いますけれど

も、もう一方で2,000人あるいは7,000人というような相談員の皆さんがいらっしゃる中で、この

知恵をもっとネットワークした形で使えないのかなと思いました。例えば、「こういう事例があ

って困っているのだけれども」とネット上で2,000人の皆さんにシェアして、対応事例を共有した

り、あるいはお互いにアドバイスができるような仕組みというのができないのかなと思います。

そのようなシステムがあれば、今はテキストマイニングも非常にうまくできるようになってきて

いますので、データの蓄積もより進み、チャットボット、AIに様々な事例を反映した形で活用す

ることも可能になるのではないかなと思いました。 
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○新川座長 ありがとうございました。 

 もし、何かございましたら、国民生活センターのほうでお考えのことがあれば。よろしいです

か。どうぞ、山田委員、お願いします。 

○山田委員 似たような質問も含めて２点ほど。 

 １つは消費生活の中で、これから大きな問題というのは、まず１つは高齢者が増えていくとい

うことと、外国人が増えていくということだと思います。 

 今、日本の平均年齢は47才ぐらいになっていますから、高齢者が大変多い中で、そういう人た

ちに対するアクセスをどういう形で研修も含めてやっていくのかというのが１点。それから、や

はり外国人でも、もはや正規に厚生労働省に届け出る外国人労働者が150万を超えているのです

かね、正規ですから、正規ではない人も入れたらどうなるのだろうと思うときがあるのですけれ

ども、そうした観点からは、そういった人たちは消費者問題についてどういう形でこのコミット

させるのか、研修をするのかみたいな話はあるのかということです。 

 それから、ネットに関しては、私はやはりどこかでオープンリソース化すべきではないかなと

思います。一々入力をして作業させていくという時代ではないと思いますね。実際問題として、

我々いろいろな消費者情報を得るときには、例えば料理屋さんだったら食べログを見ますし、そ

れから物を買うときは価格.comを見るし、それから旅行に行くときはトリップアドバイザーを見

てしまうわけですね。それは全てオープンリソースで、口コミが出ていて、それを見て行動する

ことになっている。PIO-NETを見ると、なかなか大変なのですよ。今ちょっと開いて見ていたので

すけれども、一般の人がこれをすぐに見られるようなものではないなという感じですし、見たと

きに本当に知りたい情報が得られるかというと、ずっと今僕が見ていた範囲では、これはきつい

なというのが正直な感想です。それに対して、また書き込みができないのだろうか、質問ができ

ないのだろうか、口コミができないのだろうか、今はもうそういう世界にインターネットはなっ

ているので、ウィンドウもリナックスでアンドロイド系で凌駕されている時代ですから、やはり

オープンリソース化していく、そしてそのオープンリソースをいかに正しい形に直していくのか、

監視していくのかというような体制には変われないものなのでしょうか。 

○新川座長 それでは、国民生活センターのほうから、よろしくお願いいたします。 

○国民生活センター丸山理事 御指摘ありがとうございます。 

 なかなか難しい点もあろうかと思います。まず、初めのほうの御質問については、例えば高齢

者ですとか外国人の方へ分かりやすい情報発信というのを、いかに発するべきかということでは

ないかと捉えました。そういう意味では、国民生活センターの広報部のほうで、例えば高齢者の

ほうについては見守り新鮮情報という形で、イラストの１枚紙で、消費生活についてのトラブル

の事案が現在発生していますと、あるいは流行中ですという形で、例えば福祉関係者の民生委員

さんですとか介護ヘルパーさんですとかそういう関係者の方に伝達しやすいような形で、イラス

トを入れて分かりやすいような形で情報発信をして、関係者の方にリーチをさせていただくとい

うことは工夫をさせていただいているつもりです。 

 それから、外国人についても、足元、国民生活センターのほうで訪日外国人のほうについての
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ホットラインという形で相談窓口を開設をさせていただいております。具体的には、例えば中国

からの方などからの御相談が多いのですけれども、直近でも足元の相談事例という形で整理をさ

せていただいて、情報提供をさせていただきました。まだまだ訪日外国人の方に直接分かりやす

い形でそれいったものを還元するという形のところを整備されているわけではないですけれども、

もう少しそういった相談窓口のところで要望があれば、委員御指摘のあったような、直接リーチ

をさせていただくこともあり得るかなと。今窓口がありますよということでアナウンスをするの

で精一杯というところがございますので、そこら辺については少し工夫をしていきたいなと考え

てございます。 

 それから、書き込みということですけれども、ちょっとずれてしまうかもしれませんけれども、

国民生活センターはトラブル・メール受付箱ということもやってございます。例えば、すぐにSNS

のような形で対応策について御教示するということはちょっと難しいのですけれども、例えばこ

ういったものについて、トラブルがあったのだけれどもどうしたらいいのかということについて、

メールベースで受け付けをさせていただいて、我々のほうで中身のほうの検討をさせていただい

て、そちらについてはこういう形で解決の方法があるのではないかということについてまとめて

提示をさせていただくという工夫もしております。ただ、即時性という形ですぐにレスポンスす

るというのは、ちょっとまだ難しいところがございますので、そこら辺についてはまだまだこち

らのほうでも工夫をしていきたいという形で考えてございます。 

○山田委員 マルチ言語化はしていないということですね。それが１点ですね。 

 それからもう一つは、メールで一々やっていくというのは非常に手間がかかりますし、本当は

まさにチャットボットがありますけれども、そうしたものが簡単にできるようになれば、そんな

必要はないわけですね、はっきりいって、そのときにきちんと見てればいいだけ、干渉していれ

ばいいだけの話なので、その点ではやはり改善をお願いしたいと思います。 

○新川座長 国民生活センターから、どうぞ。 

○国民生活センター丸山理事 ありがとうございます。 

 チャットボットについては、どうしても定型化された質疑応答というのが前提としてあります。

消費生活相談はものすごい多様な相談が寄せられるというようなことがあって、なかなかすぐに

そういった形でチャットボットのところで全ての相談に対応するというところは、ちょっと難し

いのではないかなと感じております。まずは、今回刷新のところで実現するものといたしまして

は、一定の分野のものについて少しチャットボットで対応できるというものを発展させていって、

更にその分野を拡大させていって、できるだけすぐに手軽に回答とかが得られるような形のもの

を拡大していきたいということは考えてございます。 

 あと、マルチ言語化については、部内のほうでも必要性というか、それについては認識してお

ります。できれば実現する方向で考えていきたいと思います。 

○新川座長 八木委員、どうぞ。 

○八木委員 山田先生がおっしゃったのと近いことを先ほど私も申し上げたつもりでいたのです

が、今のお話でももっとリアルタイム化をやっていかないと、相談員の皆さんに役に立つシステ
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ムにならないのではないかという危惧を持ちます。 

 今、自分でシステムを開発する必要はなく、一般のソフトウェアでも数千人をネットワークし

て相談することはすぐにでもできます。やはりリアルタイム、オンラインで対応できるような仕

掛けというのを持たれたほうがいいのではないかと思います。毎日そういう仕事を現場で見てお

られる清水委員のほうが、ニーズについては詳しいのではないかと思いますけれども。 

○新川座長 どうぞ。 

○清水委員 ありがとうございます。 

 ニーズはあります。私は刷新に過去４回ぐらい経験しておりますが、刷新するたびに現場はす

ごく大変です。しかし、明らかに楽にはなっています。予算の関係があり優先順位で刷新されま

すが、本当は助言等を、私などは本当にたくさんしゃべるので、音声入力して、その後編集する、

早くそれを実現してほしいなというニーズはあります。私たちの作業が楽になるというのもあり

ますが、やはり市民サービスの向上が重要だと思います。若者がチャットで話したいという現場

のニーズはあるので、なかなか私たちも大変なのですけれども、今後是非国民生活センターには

意見を伝えながら、進めていけたらいいなと思っております。 

○新川座長 ありがとうございました。 

 尾嶋委員、どうぞ。 

○尾嶋委員 PIO-NETの今のお話にも関係があるのですけれども、PIO-NETは消費者政策の企画立

案、法執行に活用という非常に大きな役目があります。相談員のほうから見ますと、いろいろな

意見があるかと思いますけれども、非常に広範囲な相談が入って来ますし、それから非常に深い

ものもありますし、新手のものもありますし、本当に様々なので、それらをいかに正確に詳細に

PIO-NETに入れていくかというのが相談員の役目であり課題です。そのためには聞き取りを十分

にしなくてはいけないということで非常に時間がかかったり、入力に関しても時間がかかります

ので、今日の御提案や、お示ししていただいた入力負荷軽減というのは、更に積極的にやってい

ただきたいと思っています。 

 これからますます高齢化が進みますと今もそうなのですけれども、高齢者からの聞き取りは更

に難しくなってくると思います。ですので、ポイントを押さえた入力をしないと、先ほどお話し

した法執行とか企画とかそういうものにつながらないということがありますので、その辺りの状

況を、皆様にも理解していただきたいと思います。 

○新川座長 ありがとうございました。御参考にしていただければと思います。 

 その他、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。時間も、また予定の時間を少し過ぎております。開始の時間が遅れまし

て、国民生活センターの皆様方には、お待たせをすることになりまして申し訳ございませんでし

たが、そうはいいましても時間に限りがございますので、この辺りにしたいと思いますが、各委

員、よろしゅうございますでしょうか。 

〇複数の委員 （首肯） 

○新川座長 ありがとうございました。 
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 国民生活センター様のほうからは、研修事業、そして、資格の事業、それからPIO-NETの改修に

つきましてお話をいただきました。 

 研修につきましては、やはり即地的な、特に地方行政との関わりでいえば、それぞれの地域で

の職員研修あるいは相談員研修、これの充実をどういうふうにしていくのか、そのためにも地方

公共団体との連携協力というのはポイントになりそうだなということでお話をいただきました。 

 また、資格事業につきましても、せっかくの国家資格化を通じていかに充実をさせていくのか

というときに、現状のままですとなかなかというところもあって、やはりこれからはいろいろな

関係団体との連携協力、もう既にハローワークその他進めておられるようでございますけれども、

もっとこれを有機的に効果の上がる方法というのを考えていかないといけないと、そういう段階

なのかなと改めて思いながらお話を聞かせていただきました。 

 PIO-NETの活用、これもシステム改修が進んでいるようでございますけれども、こちらも本当に

相談員の方々の業務を支援できるようなPIO-NETとはどういうPIO-NETなのか、もう一方では消費

者一般に使いやすいPIO-NETとはどういうPIO-NETなのかと、こういう視点から更に検討の余地が、

いろいろと御指摘をいただいたところではないかと思っております。 

 本日いただきました様々な情報を、私どもこれからの地方消費者行政を考えていく上でも大い

に参考にさせていただくところが多々ございました。改めて感謝を申し上げまして、本日のヒア

リングは以上にさせていただきます。どうも長い時間ありがとうございました。 

 

 

 

≪３．閉会≫ 

 

○新川座長 それでは、以上をもちまして、本日の第29回になりますが「地方消費者行政専門調

査会」につきましては、閉会とさせていただきます。 

 お忙しいところ、お集まりをいただきまして、どうもありがとうございました。 


